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二級水系流域治水協議会の開催について 

 
１ 要旨・目的 

流域治水を推進するため、二級水系における「流域治水プロジェクト」を策定・公表し、

流域における住民・企業等の理解促進や意識向上を図ることとしている。 

このたび、「流域治水プロジェクト」を関係者間で更新・情報共有するため、流域治水協

議会を開催した。 

 

２ 現状・背景 

本県では、気候変動による水災害の激甚化・頻発化に備えるため、河川・下水道の管理者

が行う治水対策に加え、氾濫域も含む流域全体のあらゆる関係者（国・県・市町・企業・住

民等）が協働し、流域全体で水害を軽減させる対策「流域治水」を推進している。 

二級水系（47 水系）においては、令和３年１月に流域治水協議会を設置し、流域全体で

実施すべき対策の全体像を示した「流域治水プロジェクト」を策定しており、毎年開催す

る協議会において取組内容等の更新を行っている。 

 

３ 概要 

(1) 対象者 

二級水系における流域の住民や事業者等 

 

(2) 実施内容 

ア 開催日時等 

開催日時 開催方法 

令和８年３月 23 日（月） 13:30～14:00 Web（３ブロック※合同） 

※西、中央、東ブロックの３ブロック（参考３） 

 

イ 議事等 

・流域治水プロジェクトの更新について 

・次年度以降の流域治水の取組内容について 

・「流域治水シンポジウムひろしま 2025」の開催結果 

 
(3) スケジュール 

 － 

 

(4) 予算（単県） 

 － 

 

４ 今後の対応 

協議会の意見を踏まえて更新した「流域治水プロジェクト（令和７年度版）」を３月 30

日(月）に県ホームページにて公表した。 

引き続き、流域治水協議会を通じて、市町における取組事例等の情報共有を行うととも

に、流域治水シンポジウムや市町との意見交換会を開催するなど、あらゆる関係者の意識

醸成を図り、流域治水を強力に推進する。 
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（参考１）二級水系流域治水協議会構成委員 

広島県東ブロック流域治水協議会 

（委員） 

三原市長 

尾道市長 

福山市長 

(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター広島水源林整備事務所長 

広島県東部建設事務所長 

広島県東部建設事務所三原支所長 

広島県農林水産局林業課長 

広島県農林水産局森林保全課長 

広島県農林水産局農業基盤課長 

 

広島県中央ブロック流域治水協議会 

（委員） 

呉市長 

竹原市長 

三原市長 

東広島市長 

熊野町長 

大崎上島町長 

林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署山地災害復旧対策室長 

(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター広島水源林整備事務所長 

中国電力株式会社西部水力センター所長 

広島県西部建設事務所長 

広島県西部建設事務所呉支所長 

広島県西部建設事務所東広島支所長 

広島県東部建設事務所三原支所長 

広島県農林水産局林業課長 

広島県農林水産局森林保全課長 

広島県農林水産局農業基盤課長 

 

広島県西ブロック流域治水協議会 

（委員） 

広島市都市整備局長 

広島市下水道局長 

廿日市市長 

江田島市長 

海田町長 

熊野町長 

坂町長 

国土交通省中国地方整備局広島西部山系砂防事務所長 

林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署山地災害復旧対策室長 

(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター広島水源林整備事務所長 

広島県西部建設事務所長 

広島県西部建設事務所廿日市支所長 

広島県農林水産局林業課長 

広島県農林水産局森林保全課長 

広島県農林水産局農業基盤課長 
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（参考２）流域治水における対策の観点とその取組内容 

対策の観点 概要 取組内容（例） 

① 氾濫をできるだけ防ぐ 

・減らすための対策 

氾濫を防ぐ堤防等の

治水施設や流域の貯

留施設等の整備 

・河川改修  

・利水ダム等における事前放流の実施、体制構築 

・雨水排水施設、雨水貯留施設の整備 

・農地等の保全 ・森林整備、治山事業       等 

② 被害対象を減少させる

ための対策 

氾濫した場合を想定

して被害を回避する

ためのまちづくりや

住まい方の工夫等 

・立地適正化計画の策定（改定）・運用 

・浸水ハザードエリア等における開発許可の厳格化 

                         等 

③ 被害の軽減、早期復旧 

・復興のための対策 

氾濫の発生に際し、

確実な避難や経済被

害軽減、早期の復旧・

復興のための対策 

・洪水、内水ハザードマップの作成、周知 

・出前講座等を活用した防災教育 

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び活用の促進 

・水防訓練の実施                 等 

 

（参考３）県内の流域治水協議会の設置状況 

 
 

（参考４）流域治水シンポジウムひろしま 2025 の開催概要 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/ryuikichisui-sinpojiumu2025.html  

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/ryuikichisui-sinpojiumu2025.html

